
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
農
地
解
放
に
幕
を
開
け

た
わ
が
国
の
戦
後
の
農
業
。
農

業
協
同
組
合
、
農
業
基
本
法
、
食
糧
管

理
制
度
、
減
反
政
策
、
農
地
法
等
が
、

こ
れ
ま
で
農
政
の
基
本
的
枠
組
み
を
構

成
し
て
き
た
。

政
府
が
農
業
を
成
長
分
野
の
一
つ
に

数
え
る
中
、
わ
が
国
の
農
政
は
競
争
力

強
化
の
方
向
に
大
き
く
舵
が
切
ら
れ
て

い
る
。
第
２
回
目
は
、
農
政
変
革
の
方

向
性
と
そ
の
内
容
、
そ
し
て
Ｊ
Ａ
改
革

の
中
身
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

相
対
的
な
低
迷
・
課
題
は

就
農
人
口
の
減
少
と
高
齢
化

１．

日
本
の
農
業
の
現
状

（
１
）
食
料
自
給
率
の
低
下

わ
が
国
の
農
業
は
停
滞
あ
る
い
は
低

迷
し
て
い
る
と
の
認
識
が
一
般
的
で
あ

ろ
う
。

農
林
水
産
業
お
よ
び
農
業
が
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
比
率
は
戦
後
ほ
ぼ
一
貫

し
て
低
下
基
調
で
あ
り
、
２
０
１
３
年

は
農
林
水
産
業
で
１
・
２
％
、
農
業
が

１
・
０
％
で
あ
る
。
た
だ
し
、
主
要
先

進
国
の
中
で
は
農
業
輸
出
国
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
フ

ラ
ン
ス
で
も
農
林
水
産
業
が
名
目
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
占
め
る
比
率
は
順
に
１
・
１
％
、

１
・
４
％
、
１
・
８
％
（
２
０
１
２

年
）
で
あ
る
の
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る

比
率
の
低
さ
を
も
っ
て
、
農
業
が
低
迷

し
て
い
る
と
い
う
の
は
早
計
だ
ろ
う
。

わ
が
国
の
産
業
と
し
て
の
農
業
の
停
滞

は
、
食
料
自
給
率
の
低
下
、
就
農
人
口

の
減
少
と
高
齢
化
な
ど
に
象
徴
的
に
表

れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
見
た

食
料
自
給
率
は
低
下
基
調
で
推
移
し
、

２
０
１
３
年
度
は
３９
％
で
あ
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
Ｇ
７
諸
国
で
は
英
独
伊
の
３
カ

国
の
食
料
自
給
率
は
１
０
０
％
を
下
回

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
イ
タ
リ
ア
は

６０
％
強
、
イ
ギ
リ
ス
は
７０
％
強
、
ド
イ

ツ
は
９０
％
強
と
な
っ
て
い
る
（
い
ず
れ

短
期
連
載
Ｊ
Ａ
改
革
・
農
政
転
換
で
変
わ
り
ゆ
く
農
業
金
融

動
き
出
す
農
政
変
革
・
Ｊ
Ａ
改
革
は

農
業
の
成
長
産
業
化
に
つ
な
が
る
か

中
里
幸
聖

大
和
総
研
金
融
調
査
部
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も
２
０
１
１
年
）（
注
１
）。

品
目
別
の
自
給
率
（
重
量
ベ
ー
ス
）

を
み
る
と
（
図
表
１
）、
コ
メ
は
１
９

９
３
年
度
を
除
き
自
給
率
１
０
０
％
に

近
い
水
準
を
維
持
し
て
い
る
が
、
小
麦

は
１０
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
ま
た

醤
油
、
味
噌
、
豆
腐
、
納
豆
な
ど
日
本

食
に
欠
か
せ
な
い
食
材
の
原
料
で
あ
る

大
豆
は
、
１
９
７
０
年
頃
か
ら
一
桁
台

前
半
の
自
給
率
で
推
移
し
、
近
年
で
は

若
干
上
昇
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
２
０

１
３
年
度
に
お
い
て
も
７
％
の
自
給
率

で
あ
る
。

（
２
）
就
農
人
口
の
減
少
と
高
齢
化

産
業
と
し
て
の
農
業
の
相
対
的
な
低

迷
あ
る
い
は
課
題
は
、
就
農
人
口
の
減

少
と
高
齢
化
の
同
時
進
行
に
も
表
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
農
業
・
林
業
の
就
業

者
数
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
は
全
就
業

者
数
の
５０
％
近
く
を
占
め
て
い
た
が
、

そ
の
後
の
構
成
比
は
一
貫
し
て
低
下
基

調
に
あ
り
、
２
０
１
４
年
は
３
・
３
％

で
あ
っ
た
。

農
業
を
主
業
と
し
て
い
る
「
基
幹
的

農
業
従
事
者
」
は
、
統
計
が
あ
る
１
９

６
０
年
に
は
１
１
７
５
万
人
で
就
業
者

数
に
占
め
る
比
率
は
２６
・
５
％
で
あ
っ

た
（
図
表
２
）。
し
か
し
、
基
幹
的
農

業
従
事
者
は
人
数
も
比
率
も
減
少
を
続

け
、
２
０
１
４
年
に
は
１
６
８
万
人
、

２
・
６
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
基

幹
的
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進
行

し
、
１
９
７
６
年
に
は
１２
・
３
％
（
６２

万
人
）
で
あ
っ
た
６５
歳
以
上
比
率
は
、

２
０
１
４
年
に
は
６２
・
９
％
（
１
０
６

万
人
）
ま
で
上
昇
し
て
い
る
。

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た

食
管
制
度
・
減
反
政
策
・
農
地
法

２．

農
政
変
革
の
方
向
性

（
１
）
戦
後
の
農
政
の
大
枠

戦
後
の
わ
が
国
の
農
業
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
よ
る
農
地
解
放
で
幕
を
開
け
た
。
大

ま
か
に
言
え
ば
、
戦
前
の
農
業
は
地
主

－

小
作
関
係
の
存
在
感
が
あ
っ
た
が
、

戦
後
は
自
作
農
中
心
の
農
業
に
転
換
し

た
こ
と
に
な
る
。

１
９
４
７
年
に
は
「
農
業
生
産
力
の

増
進
と
農
民
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の

向
上
」（
法
制
定
当
初
の
表
現
）
を
図

る
た
め
に
農
業
協
同
組
合
法
（
以
下
、

農
協
法
）
が
制
定
さ
れ
、
現
在
ま
で
続

く
農
業
協
同
組
合
（
以
下
、
農
協
あ
る

い
は
Ｊ
Ａ
）
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。

高
度
成
長
期
の
１
９
６
１
年
に
制
定

さ
れ
た
農
業
基
本
法
は
、
農
業
の
生
産

性
向
上
と
農
業
従
事
者
の
所
得
増
大
を

目
的
と
し
、
同
法
に
基
づ
く
各
種
の
施

策
が
、
農
業
の
機
械
化
等
の
近
代
化
推

進
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
労
働
の
機
械
化
進
展
は
農

村
の
労
働
力
の
都
市
部
へ
の
移
転
可
能

性
を
高
め
、
後
の
農
業
の
担
い
手
不
足

問
題
の
一
因
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。具

体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
食
糧
管

理
制
度
や
減
反
政
策
、
農
地
法
な
ど
が

戦
後
の
わ
が
国
の
農
業
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
き
た
。

食
糧
管
理
制
度
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
中
に
制
定
さ
れ
た
食
糧
管
理
法
に
基

づ
き
、
そ
の
趣
旨
は
コ
メ
を
主
体
と
し

た
食
糧
の
需
給
と
価
格
の
安
定
を
図
る

た
め
、
政
府
が
生
産
・
流
通
・
消
費
に

介
入
し
て
管
理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

１
９
７
１
年
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ

た
減
反
政
策
は
、
基
本
的
に
は
コ
メ
の

生
産
を
抑
制
す
る
た
め
の
政
策
で
あ

り
、
コ
メ
の
作
付
面
積
の
削
減
を
求
め

る
も
の
だ
。
食
糧
管
理
制
度
と
密
接
に

関
連
し
、
コ
メ
の
供
給
過
剰
に
伴
う
食

糧
管
理
費
の
増
加
へ
の
対
応
や
コ
メ
の

価
格
維
持
策
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き

た
。
転
作
奨
励
金
な
ど
時
代
に
応
じ
て

様
々
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
き
て
お

り
、
食
糧
管
理
法
の
廃
止
（
後
述
）
以

降
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

農
地
法
は
「
農
地
を
農
地
以
外
の
も

の
に
す
る
こ
と
を
規
制
」（
現
行
の
農

地
法
第
一
条
よ
り
）
す
る
法
律
で
あ

る
。
１
９
５
２
年
の
制
定
当
初
の
農
地

法
で
は
「
農
地
は
そ
の
耕
作
者
み
ず
か

ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ

る
と
認
め
て
、
耕
作
者
の
農
地
の
取
得

を
促
進
し
」
と
第
一
条
で
定
め
て
お

り
、
い
わ
ゆ
る
「
農
地
耕
作
者
主
義
」

が
基
本
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
数

度
の
農
地
法
の
改
正
に
お
い
て
も
、
農

地
耕
作
者
主
義
に
は
変
更
は
な
か
っ

た
。

農
政
は
管
理
統
制
か
ら

自
由
化
・
競
争
力
強
化
へ

（
２
）
徐
々
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
農

政
の
転
換

農
業
協
同
組
合
、
農
業
基
本
法
、
食

糧
管
理
制
度
、
減
反
政
策
、
農
地
法
な

ど
が
戦
後
の
農
政
の
基
本
的
枠
組
み
を

構
成
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
生
産
力
の
増
加
や
食
の
多

様
化
な
ど
を
背
景
に
、
ま
ず
食
糧
管
理

制
度
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

食
糧
管
理
費
が
増
加
す
る
一
方
で
、

政
府
管
理
米
に
お
け
る
流
通
の
硬
直
化

が
顕
著
と
な
り
、
コ
メ
輸
入
の
自
由
化

の
方
向
性
も
踏
ま
え
、
１
９
９
５
年
に

食
糧
管
理
法
を
廃
止
し
、
主
要
食
糧
の

需
給
お
よ
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法

律
（
い
わ
ゆ
る
食
糧
法
）
が
施
行
さ
れ

た
。「
コ
メ
の
流
通
・
販
売
の
自
由

化
」
で
あ
る
。

一
方
、
コ
メ
の
生
産
側
の
管
理
政
策

と
も
い
え
る
減
反
に
つ
い
て
は
、
安
倍

首
相
が
施
政
方
針
演
説
な
ど
で
減
反
廃

止
を
宣
言
し
て
い
る
が
（
注
２
）、
２

０
１
８
年
度
を
目
途
と
し
て
い
る
話
で

あ
る
の
で
、
今
後
の
展
開
を
注
視
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

農
業
等
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く

変
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
農
業
基
本

法
に
代
わ
る
形
で
、
食
料
・
農
業
・
農

村
基
本
法
が
１
９
９
９
年
に
制
定
さ
れ

た
。
同
法
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確

保
の
ほ
か
、
国
土
の
保
全
、
水
源
の
涵

養
、
自
然
環
境
の
保
全
、
良
好
な
景
観

の
形
成
、
文
化
の
伝
承
等
の
農
業
生
産

活
動
に
伴
う
多
面
的
機
能
の
発
揮
な
ど

を
重
視
し
て
お
り
、
農
業
基
本
法
と
は

趣
旨
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

農
地
耕
作
者
主
義
を
基
本
と
し
て
い

た
農
地
法
は
２
０
０
９
年
の
改
正
に
よ

り
農
地
耕
作
者
主
義
の
原
則
が
外
さ

れ
、
条
件
は
付
さ
れ
て
い
る
が
、
農
地

の
利
用
権
（
賃
借
権
）
の
付
与
が
原
則

自
由
と
な
っ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、

改
正
前
よ
り
は
企
業
が
農
業
に
参
入
す

る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
が
、
農
業
生

産
法
人
以
外
の
企
業
が
賃
借
す
る
場
合

の
条
件
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

戦
後
し
ば
ら
く
の
農
政
は
、
小
規
模

の
自
作
農
を
前
提
と
し
た
管
理
統
制
色

の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
就

農
人
口
の
比
重
低
下
な
ど
に
象
徴
さ
れ

る
産
業
構
造
の
変
化
や
貿
易
自
由
化
の

進
展
な
ど
を
経
て
、
農
業
に
関
連
す
る

課
題
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
農
政

に
お
い
て
も
管
理
統
制
か
ら
自
由
化
、

競
争
力
強
化
に
舵
を
切
り
つ
つ
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

成
長
産
業
と
す
る
た
め
の

農
政
改
革
が
動
き
出
す

（
３
）
農
政
変
革
の
動
き

競
争
力
強
化
の
方
向
へ
農
政
の
転
換

は
徐
々
に
進
ん
で
い
た
が
、
さ
ら
に
農

業
を
成
長
産
業
と
す
る
た
め
に
農
政
を

変
革
し
て
い
く
動
き
が
始
ま
っ
て
い

る
。
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
日
本
再
興
戦

略－
JA

PA
N

is
B

A
C

K
－

」（
２
０

１
３
年
６
月
）、「『
日
本
再
興
戦
略
』

改
訂
２
０
１
４
」（
２
０
１
４
年
６

月
）
で
農
業
の
成
長
産
業
化
が
打
ち
出

さ
れ
、「
規
制
改
革
実
施
計
画
」（
２
０

１
４
年
６
月
閣
議
決
定
）
で
は
重
点
事

項
と
し
て
、
�
農
地
中
間
管
理
機
構
の

創
設
、
�
農
業
委
員
会
等
の
見
直
し
、

�
農
地
を
所
有
で
き
る
法
人
（
農
業
生

産
法
人
）
の
見
直
し
、
�
農
業
協
同
組

合
の
見
直
し
の
４
点
が
具
体
的
に
挙
げ

ら
れ
た
。

農
地
中
間
管
理
機
構
（
農
地
集
積
バ

ン
ク
）
は
、
農
地
を
集
積
・
集
約
し

て
、
農
業
の
大
規
模
化
を
図
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
２
０
１
３
年
１２
月
に
成

図表１ 主な品目の自給率（重量ベース）の推移

（※１）コメについては、１９９８年度以降は、国内生産量に国産米在庫取崩し量を加えた数
量を用いて算出。また、図表中には掲載していないが、主食用のコメについては
自給率１００％を継続。

（※２）肉類は鯨肉を除く。飼料自給率を考慮しない値。
（出所）農林水産省「食料需給表」より大和総研作成
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立
し
た
法
律
に
基
づ
き
農
地
集
積
バ
ン

ク
が
各
都
道
府
県
で
指
定
さ
れ
て
い

る
。

「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
２
０
１
４
で

は
、「
今
後
１０
年
間
で
全
農
地
面
積
の

８
割
が
担
い
手
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ

る
」
こ
と
を
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（K

ey
Perform

-

ance
Indicators

）
と
し
て
い
る
（
２

０
１
０
年
時
点
で
４９
％
）。
な
お
、
今

後
の
農
業
の
担
い
手
と
し
て
は
、
法
人

経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、
集
落
営

農
、
企
業
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

農
業
委
員
会
は
、
農
業
委
員
会
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
、
農
業
委
員
会

法
）
に
基
づ
く
行
政
委
員
会
と
し
て
市

町
村
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
農
地
法
に

基
づ
く
農
地
の
売
買
・
貸
借
の
許
可
、

農
地
転
用
案
件
へ
の
意
見
具
申
、
遊
休

農
地
の
調
査
・
指
導
な
ど
農
地
に
関
す

る
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

農
業
委
員
は
、
公
職
選
挙
法
に
準
じ

た
選
挙
で
選
ば
れ
た
選
挙
委
員
、
農
業

団
体
推
薦
と
市
町
村
議
会
推
薦
に
よ
る

選
任
委
員
か
ら
な
る
。
し
か
し
、
選
挙

や
審
議
の
形
骸
化
、
新
規
参
入
へ
の
障

壁
化
、
事
務
処
理
の
迅
速
化
な
ど
の
課

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

規
制
改
革
実
施
計
画
で
は
、
�
農
業

委
員
会
の
選
挙
・
選
任
方
法
の
見
直

し
、
�
農
業
委
員
会
の
事
務
局
の
強

化
、
�
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の

新
設
な
ど
の
規
制
改
革
を
打
ち
出
し
、

こ
れ
ら
は
国
会
審
議
中
（
５
月
末
現

在
）
の
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」（
以
下
、

農
協
法
等
改
正
案
）
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

農
業
を
成
長
産
業
に
し
て
い
く
た
め

に
は
、
農
業
の
企
業
化
を
進
め
る
こ
と

が
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
（
注

３
）。
農
業
の
企
業
化
を
促
進
す
る
た

め
に
は
、
企
業
が
農
地
を
所
有
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
ろ
う
。
現
状
で
は
、
農
地
法
に
基

づ
き
、
農
地
を
所
有
で
き
る
法
人
は
農

業
生
産
法
人
に
限
ら
れ
て
お
り
、
一
般

法
人
は
賃
借
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

農
業
生
産
法
人
に
つ
い
て
は
事
業
要

件
や
役
員
要
件
な
ど
の
要
件
が
定
め
ら

れ
て
い
る
が
、「
規
制
改
革
実
施
計

画
」
で
は
、
企
業
化
を
推
進
す
る
た
め

に
、
農
業
生
産
法
人
の
要
件
緩
和
を
図

る
と
し
、
こ
れ
も
農
協
法
等
改
正
案
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
改
革
は
果
た
し
て

成
長
産
業
化
に
つ
な
が
る
か

３．

Ｊ
Ａ
改
革
の
始
ま
り

規
制
改
革
実
施
計
画
で
は
「
地
域
の

農
協
が
主
役
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独

自
性
を
発
揮
し
て
農
業
の
成
長
産
業
化

に
全
力
投
入
で
き
る
よ
う
に
、
抜
本
的

に
見
直
す
」
と
し
て
い
る
。

見
直
し
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は

以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�
中
央
会
制
度
（
Ｊ
Ａ
全
中
、
Ｊ
Ａ
中

央
会
）
を
自
律
的
な
新
た
な
制
度
へ
移

行�
Ｊ
Ａ
全
農
・
Ｊ
Ａ
経
済
連
の
農
協
出

資
の
株
式
会
社
へ
の
転
換

�
単
位
農
協
（
地
域
ご
と
の
農
協
。
以

下
、
単
協
）
の
金
融
事
業
に
関
す
る
リ

ス
ク
や
事
務
負
担
の
軽
減
（
農
林
中

金
、
Ｊ
Ａ
信
連
へ
の
信
用
事
業
の
譲

渡
、
Ｊ
Ａ
共
済
連
に
よ
る
事
務
負
担
を

軽
減
す
る
事
業
方
式
の
提
供
）

�
農
協
の
理
事
会
の
見
直
し

�
単
協
・
連
合
会
組
織
の
分
割
・
再
編

や
株
式
会
社
化
、
生
協
等
へ
の
転
換
を

可
能
と
す
る

�
金
融
事
業
を
実
施
し
て
い
る
農
林
中

金
、
Ｊ
Ａ
信
連
、
Ｊ
Ａ
共
済
連
に
つ
い

て
、
農
協
出
資
の
株
式
会
社
に
転
換
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
方
向
で
検
討

い
ず
れ
も
、
正
組
合
員
で
あ
る
農
業

従
事
者
が
農
業
生
産
活
動
を
積
極
化
す

る
た
め
の
支
援
と
い
う
、
本
来
的
な
農

協
の
使
命
に
重
点
化
を
図
る
こ
と
を
狙

っ
た
内
容
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

５
月
末
現
在
、
国
会
で
審
議
中
の
農

協
法
等
改
正
案
は
、
農
協
法
、
農
業
委

員
会
法
、
農
地
法
な
ど
を
改
正
す
る
も

の
で
、
Ｊ
Ａ
全
中
の
改
革
（
具
体
的
に

は
一
般
社
団
法
人
へ
の
移
行
、
単
協
に

対
す
る
Ｊ
Ａ
全
中
に
よ
る
監
査
の
義
務

付
け
廃
止
）
が
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。

そ
の
ほ
か
、
Ｊ
Ａ
中
央
会
の
Ｊ
Ａ
経

済
連
へ
の
移
行
、
Ｊ
Ａ
全
農
の
株
式
会

社
化
を
可
能
と
す
る
規
定
設
置
、
単
協

の
選
択
に
よ
り
組
織
の
一
部
を
株
式
会

社
、
生
協
、
医
療
法
人
等
に
組
織
変
更

で
き
る
規
定
設
置
な
ど
が
含
ま
れ
て
お

り
、「
規
制
改
革
実
施
計
画
」
が
挙
げ

た
項
目
が
概
ね
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
改
正
に
よ
り
、
単
協
の
活

性
化
、
農
地
の
大
規
模
化
、
農
業
経
営

の
近
代
化
な
ど
を
目
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
農
協
法
等
改
正
案
に
対

し
、「
Ｊ
Ａ
全
中
が
単
協
の
自
由
な
活

動
を
妨
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

「
Ｊ
Ａ
全
中
に
よ
る
監
査
の
義
務
付
け

廃
止
と
公
認
会
計
士
監
査
の
義
務
化
は

農
協
の
負
担
増
加
に
な
る
の
で
は
な
い

か
」
あ
る
い
は
「
そ
も
そ
も
こ
う
し
た

改
正
が
単
協
の
活
性
化
や
農
業
者
の
所

得
増
強
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
」
な
ど
の
疑
問
や
懸
念
が
示
さ
れ

て
い
る
。

今
回
の
改
正
案
は
農
業
の
成
長
産
業

化
に
直
結
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
条
件
整

備
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
関
係
者
の
意
識

変
革
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
、
将
来
的
な
農
業
の
成
長
産
業
化

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
今
回
の
改
正
法
案
で
は
、
単

協
の
金
融
事
業
に
関
す
る
リ
ス
ク
や
事

務
負
担
の
軽
減
に
関
連
す
る
項
目
は
含

ま
れ
て
い
る
が
、
農
林
中
金
な
ど
を
農

協
出
資
の
株
式
会
社
に
転
換
す
る
と
い

う
見
直
し
は
見
送
ら
れ
た
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
農
政
の
変
革
と
Ｊ
Ａ
改
革

を
踏
ま
え
、
農
業
や
そ
れ
に
関
わ
る
金

融
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
次
回

は
記
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

●

（
注
１
）
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
の
食
料

自
給
率
は
、
総
供
給
熱
量
に
占
め
る

国
産
供
給
熱
量
の
割
合
で
あ
り
、
畜

産
物
の
飼
料
も
含
ま
れ
る
た
め
、
直

接
的
に
人
間
が
摂
取
す
る
食
料
の
自

給
率
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
生
産
額

ベ
ー
ス
で
み
る
と
様
子
が
変
わ
っ
て

く
る
の
で
（
生
産
額
ベ
ー
ス
で
の
２

０
１
３
年
の
日
本
の
自
給
率
は
６５

％
）、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
の
比
較

に
は
批
判
も
あ
る
。
た
だ
し
、
コ
メ

以
外
の
品
目
の
自
給
率
が
重
量
ベ
ー

ス
で
低
く
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で

あ
り
、
農
業
の
相
対
的
な
衰
退
を
象

徴
的
に
表
す
も
の
と
し
て
意
義
が
あ

る
と
考
え
る
。

（
注
２
）
減
反
政
策
を
所
管
す
る
農
林

水
産
省
が
明
確
に
方
針
転
換
を
し
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
呈
す
る

専
門
家
も
い
る
。
内
閣
に
設
置
さ
れ

た
「
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創

造
本
部
」（
首
相
が
本
部
長
）
の

「
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造

プ
ラ
ン
」（
平
成
２５
年
１２
月
１０
日
決

定
、
平
成
２６
年
６
月
２４
日
改
訂
）
で

は
、「
米
の
生
産
調
整
の
見
直
し
」

と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

（
注
３
）
こ
こ
で
い
う
農
業
の
企
業
化

と
は
、
既
存
の
企
業
が
農
業
に
参
入

す
る
こ
と
や
農
業
生
産
法
人
を
よ
り

企
業
組
織
化
す
る
こ
と
な
ど
も
含
め

て
、
農
業
が
組
織
化
さ
れ
て
企
業
的

に
営
ま
れ
る
こ
と
を
指
す
。

図表２ 基幹的農業従事者数と高齢化率

（※１）「基幹的農業従事者」は、自営農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）
のうち、普段の主な状態が「主に仕事（農業）」である者。

（※２）２０１１年の全就業者数は，岩手県，宮城県および福島県を除く全国結果。
（※３）図表中、欠落しているデータは入手できなかったもの。
（出所）農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、総務省「労働力調査」よ

り大和総研作成
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